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悪性腫瘍特異物質治療管理料 （月１回）

腫瘍マーカー検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った
場合に算定（採血料・生 判断料含む）

悪性腫瘍特異物質治療管理料 点数

イ 尿中BTAに係るもの ２２０点

ロ その他のもの １項目 ３６０点

２項目以上 ４００点

初回月加算 １５０点

悪性腫瘍（癌・肉腫）であるとすでに確定診断がされた患者に対して
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悪性腫瘍特異物質治療管理料 点数

ロ その他のもの １項目 ３６０点

２項目以上 ４００点

初回月加算 １５０点

ロ その他のものが対象となる腫瘍マーカー検査[D009「２」～「３６」

２． α－フェトプロテイン（ＡＦＰ） 19. シアリルＬｅｘ抗原（ＣＳＬＥＸ）
３．癌胎児性抗原（ＣＥＡ） 20. ＢＣＡ２２５
４． 扁平上皮癌関連抗原（ＳＣＣ抗原） 21. サイトケラチン８・１８（尿）
５． 組織ポリペプタイド抗原（ＴＰＡ） 22. 抗ｐ５３抗体
６． ＮＣＣ－ＳＴ－４３９、ＣＡ１５－３ 23. Ⅰ型コラーゲン－Ｃ－デロペプチド（ＩＣＴＰ）
７． ＤＵＰＡＮ－２ 24. ガストリン放出ペプチド前駆体（ＰｒｏＧＲＰ）
８． エラスターゼ１ 25. ＣＡ５４／６１
９． 前立腺特異抗原（ＰＳＡ）、ＣＡ１９－９ 26. αーフェトプロテインレクチン分画（ＡFＰ－Ｌ３％）
10. ＰＩＶＫＡ－Ⅱ半定量、ＰＩＶＫＡ－Ⅱ定量 27. ＣＡ６０２、組織因子経路インヒビター２（ＴＦＰ１２）
11．ＣＡ１２５ 28. γーセミノプロテイン（γーＳｍ）
12．核マトリックスプロテイン２２（ＮＭＰ２２）定量（尿）、 29. ヒト精巣上体蛋白４（ＨＥ４）

核マトリックスプロテイン２２（ＮＭＰ２２）定性（尿） 30. 可溶性メソテリン関連ペプチド
13．シアリルＬｅｘ－ｉ抗原（ＳＬＸ） 31. Ｓ２，３ＰＳＡ％
14. 神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ） 32. プロステートヘルスインデックス（ｐｈｉ）
15. ＳＰａｎー１ 33. 癌胎児性抗原（ＣＥＡ）定性（乳頭分泌液）、
16. ＣＡ７２－４、シアリルＴｎ抗原（ＳＴＮ） 癌胎児性抗原（ＣＥＡ）半定量（乳頭分泌液）
17. 塩基性フェトプロテイン（ＢＦＰ）、 34. ＨＥＲ２蛋白

遊離型ＰＳＡ比（ＰＳＡ Ｆ／Ｔ比） 35. アポリポ蛋白Ａ２（ＡＰＯＡ２）アイソフォーム
18. サイトケラチン１９フラグメント（シフラ） 36. 可溶性インターロイキンー２レセプター（ｓＩＬ－２R）
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初回月は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を
行うことが予想される場合に算定。

ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、
D００９腫瘍マーカーを算定している場合は当該初回月加算は算定不可。

悪性腫瘍特異物質治療管理料 点数

ロ その他のもの １項目 ３６０点

２項目以上 ４００点

初回月加算 １５０点ロに関してのみ加算
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腫瘍マーカー実施

傷病名確認

～癌
～癌術後

～癌疑い

治療管理 13 悪性腫瘍特異物質治療管理料

60 検査実施料
＋判断料＋採血料（B-V）

【算定の流れ】

病名によって算定が変わる

生Ⅱ判断料・採血料（B-V）算定不可
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【腫瘍マーカー検査の一般的事項】
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腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った
場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に１回を限度として算定する。
悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行っ
た腫瘍マーカーの検査の費用はB001-3悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍
マーカーは、原則として、B001-3悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定
できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合にお
いては、B001-3悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定で
きる。

ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために８ エラスターゼ１を行った場合
イ 肝硬変、ＨＢｓ抗原陽性の慢性肝炎又はＨＣＶ抗体陽性の慢性肝炎の患者について、

２ α－フェトプロテイン（ＡＦＰ）、10 ＰＩＶＫＡ-Ⅱ半定量又は定量を行った場合
（月１回に限る）

ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として11 ＣＡ125 又は27 ＣＡ602 を行った
場合（診断又は治療前及び治療後の各１回に限る）

エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して３ 癌胎児性抗原（ＣＥＡ）を行った場合
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